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し、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その 小規模として合理的に

区分した区分ごととする。以下(５)までにおいて同じ。

注２　一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円未満であるかどうかは、法人が消費税の経理処理について適用している税抜経理方

式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額により判定する。（編者）

（形式基準による修繕費の判定）

(４)　一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があ

る場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

（基通７－８－４）

(一)　その金額が60万円に満たない場合

(二)　その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10％相当額以下である場合

注１  前事業年度前の各事業年度において、六の５の①のロの(２)《定率法を採用している場合の資本的支出額と取得価額との合算の特例》

の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同(２)に掲げる一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同(２)に掲

げる旧減価償却資産の取得価額と同(２)に掲げる追加償却資産（以下「追加償却資産」という。）の取得価額との合計額をいうことに留

意する。

注２  固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が六の５の①のロの(３)《同一事業年

度内に行われた複数の資本的支出の特例》の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産

の取得価額に含まれることに留意する。

注３  一の修理、改良等のために要した費用の額が60万円未満であるかどうかは、法人が消費税の経理処理について適用している税抜経理方

式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額により判定する。（編者）

（資本的支出と修繕費の区分の特例）

(５)　一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額（(３)

又は(４)の適用を受けるものを除く。）がある場合において、法人が、継続してその金額の30％相当額とその修理、改

良等をした固定資産の前期末における取得価額の10％相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支

出とする経理をしているときは、これを認める。（基通７－８－５）

注　当該固定資産の前期末における取得価額については、(４)の注２による。

資本的支出と修繕費の区分等の基準（フローチャート）

一　の　修　理　・　改　良　等　に　要　し　た　費　用

　（スタート）

20　万　円　未　満　か　　　　　　　（基通７－８－３(一)）

修

YES

　NO 資

周期の短い費用（おおむね３年）か　　（基通７－８－３(二)）YES

　NO

明らかに資本的支出の部分か　　　　　　　（基通７－８－１） 本

　NO

YES

明らかに修繕費の部分か　　　　　　　　　（基通７－８－２）

繕

YES

　NO 的

60　万　円　未　満　か　　　　　　　（基通７－８－４(一)）YES

　NO

前期末取得価額のおおむね10％相当額以下か （基通７－８－４(二)） 支YES

　NO

継続して7:3基準により経理しているか　　（基通７－８－５）

費

YES

(Aの金額) 　NO

YES

(Bの金額) 出

資　本　的　支　出　か　　　　　　　　 （実質判定…令132）NO YES

Ａ＝支出金額×30％と前期末取得価額×10％との少ない金額

Ｂ＝支出金額－Ａ

注　災害の場合の資本的支出と修繕費の区分については、この表にかかわらず(６)によることとなる。


